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報
告
二

大
競
争
時
代
に
お
け
る
韓
国
競
争
政
策

は
じ
め
に

東アジア文化と近代法 (9) 

韓
国
独
占
禁
止
法
(
正
式
に
は
「
独
占
規
制
及
び
公
正
取
引
に
関
す
る

法
律
」
)
は
、
一
九
人
O
年
に
制
定
さ
れ
、
既
に
二

O
年
近
い
年
月
を
経

ょ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
問
、
五
度
の
法
改
正
と
六
度
の
施
行
令
改
正
を

経
て
、
同
法
は
、
今
や
先
進
国
の
競
争
法
規
の
中
で
も
充
実
し
た
内
容
の

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
韓
国
独
占
禁
止
法
は
、
一
九
九
0
年
代
に
入
っ
て
以
降
、

法
改
正
及
び
施
行
令
改
正
が
実
に
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、

極
め
て
多
岐
多
様
に
わ
た
る
が
、
こ
れ
ら
の
中
か
ら
あ
え
て
そ
の
方
向
を

抽
出
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
大
競
争
時
代
に
い
か
に
対
応
す
る
か

に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
韓
国
の

O
E

C
D
加
盟
問
題
が
組
上
に
の
ぼ
る
等
、
同
国
経
済
が
よ
り
一
一
層
の
自
由
化

中

武

憲

山

を
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
一
九
九
0
年
代
半
ば
以
降
、
よ
り
顕
著
で

あ
る
と
言
早
え
よ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
大
競
争
時
代

に
お
け
る
韓
国
競
争
政
策
」
と
題
し
、
韓
国
独
占
禁
止
法
の
九
0
年
代
に

入
っ
て
以
降
、
特
に
最
近
の
動
き
に
つ
い
て
、
整
理
し
分
析
し
た
い
と
考

え
る
。
こ
れ
ら
の
動
き
を
い
く
つ
か
に
分
類
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
①
競
争

政
策
強
化
策
、
②
競
争
的
環
境
整
備
策
、
③
企
業
体
質
強
化
策
、
④
園
際

化
対
応
規
制
緩
和
策
、
⑤
国
際
化
対
応
企
業
支
援
策
、
及
ぴ
⑥
競
争
制
限

的
施
策
と
い
う
よ
う
に
、
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

れ
ら
の
施
策
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
⑥
を
除
い
て
い
ず
れ
も
競
争
政

策
の
強
化
な
い
し
前
進
と
評
価
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ

ら
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
①
及
び
③
と
④
あ
る
い
は
⑤
と
の
関
係
の
よ
う

に
、
一
見
し
て
相
反
す
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
も
の
も
な
く
は
な
い
。
し

か
し
、
競
争
政
策
の
強
化
な
い
し
前
進
は
、
常
に
制
度
や
運
用
の
強
化
等

~ 
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料

に
よ
り
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
事
案
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
規
制

緩
和
や
そ
の
他
の
手
段
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
そ
の

意
味
で
、
①
か
ら
⑤
ま
で
は
、
い
ず
れ
も
競
争
政
策
の
観
点
か
ら
評
価
し

得
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な

が
ら
、
以
下
順
次
、
右
の
項
目
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
属
す
る
動
き
に
つ

い
て
、
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

資

な
お
、
本
稿
脱
稿
後
に
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
第
六
次
法
改
正
等
に
つ

い
て
の
評
価
は
、
補
論
に
お
い
て
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

1 

競
争
政
策
強
化
策

(1) 

執
行
力
の
強
化

独
占
禁
止
法
の
執
行
は
、
韓
国
に
お
い
て
も
我
が
国
と
同
様
、
行
政
的

規
制
で
あ
る
違
反
行
為
の
是
正
措
置
命
令
(
五
条
、
二
ハ
条
、
二
一
条
、

二
四
条
、
二
七
条
、
三
一
条
、
三
四
条
)
を
中
心
に
、
課
徴
金
制
度
(
六

条
、
一
七
条
、
二
二
条
、
二
四
条
の
二
、
二
八
条
、
コ
二
条
の
二
、
三
四

条
の
二
、
五
五
条
の
三
か
ら
五
五
条
の
五
ま
で
)
、
刑
事
罰
(
六
六
条
か

ら
七
一
条
ま
で
す
及
び
損
害
賠
償
請
求
制
度
(
五
六
条
、
五
七
条
)
に
よ
会

り
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
法
の
執
行
に
関
す
る
規
定
は
、
法
制
定
以
降
今
日
ま
で
、

し
て
強
化
の
方
向
に
あ
り
、
法
改
正
の
都
度
、
罰
則
の
強
化
や
課
徴
金
制

度
適
用
対
象
行
為
の
拡
大
な
ど
が
図
ら
れ
て
き
た
。

最
近
の
第
五
次
法
改
正
に
お
け
る
執
行
力
の
強
化
に
関
す
る
改
正
内
容

に
つ
い
て
み
れ
ば
、
ま
ず
、
課
徴
金
制
度
に
つ
い
て
、
「
課
徴
金
の
賦
課

及
び
徴
収
等
」
と
題
す
る
法
一

O
章
の
二
を
新
設
し
、
こ
こ
に
、
課
徴
金

を
賦
課
す
る
に
あ
た
り
参
酌
す
べ
き
事
項
、
課
徴
金
の
賦
課
徴
収
手
続
、

課
徴
金
納
付
期
限
の
延
長
及
び
分
割
納
付
、
未
納
付
に
対
す
る
滞
納
処
分

及
び
延
滞
に
伴
う
加
算
金
の
徴
収
等
に
関
す
る
規
定
が
お
か
れ
た
(
法
五

五
条
の
三
か
ら
五
五
条
の
五
ま
で
)
。

次
に
罰
則
に
つ
い
て
は
、
重
大
な
法
違
反
行
為
に
つ
い
て
、
公
正
取
引

(
l
)
 

委
員
会
に
更
に
積
極
的
な
告
発
を
促
す
た
め
、
法
務
当
局
と
の
協
調
体
制

を
強
化
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
規
定
が
新
設
さ
れ
た
(
法
七
一
条
二

項
か
ら
四
項
ま
で
)
。

一
方
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
無

過
失
損
害
賠
償
責
任
制
度
(
法
五
六
条
)
に
か
か
わ
ら
ず
、
民
法
七
五
O

条
(
不
法
行
為
の
内
容
)
の
規
定
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
提
起

は
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
(
法
五
七
条
一
項
但
書
)
。
更
に
、

是
正
命
令
に
つ
い
て
為
公
正
取
引
委
員
会
は
、
是
正
措
置
命
令
を
受
け
た

者
が
異
議
申
立
て
を
提
起
し
た
場
合
に
、
そ
の
是
正
措
置
の
履
行
等
に
よ 貫

宅寝
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り
、
当
該
命
令
を
受
け
た
者
に
、
回
復
し
難
い
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
命
令
の
執
行
を
、
瞥
定
的
に
停
止
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
(
法
五
三
条
の
二
第
一
項
)
。

こ
の
よ
う
に
、
韓
国
独
占
禁
止
法
に
お
い
て
、
執
行
力
の
強
化
に
関
し

て
は
、
法
改
正
の
都
度
、
強
化
な
い
し
整
備
が
図
ら
れ
て
い
る
。

(2) 

企
業
結
合
に
お
け
る
規
制
対
象
の
拡
大

東アジア文化と近代法(9 ) 

企
業
結
合
の
規
制
対
象
は
、
第
五
次
法
改
正
前
に
お
い
て
は
、
資
本
金

額
五

O
億
ウ
ォ
ン
以
上
又
は
資
産
総
額
二

O
O
億
ウ
ォ
ン
以
上
の
会
社

(
法
七
条
二
項
、
令
旧
一
一
条
一
項
)
に
限
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
第
五
次
法
改
正
に
お
い
て
は
、
右
の
規
定
を
改
め
、
「
会
社

の
規
模
と
関
係
な
く
、
す
べ
て
の
事
業
者
に
つ
い
て
、
競
争
を
実
質
的
に

制
限
す
る
企
業
結
合
を
禁
止
す
る
こ
と
」
と
し
(
第
五
次
改
正
法
案
主
要

骨
子
)
、
法
七
条
一
項
は
、
何
人
も
、
直
接
又
は
特
殊
関
係
人
(
法
七
条

一
項
、
令
新
二
条
)
を
通
じ
て
、
法
七
条
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る

企
業
結
合
で
あ
っ
て
、
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制

限
す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。

一
方
、
規
制
対
象
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
と
も
関
連
し
、
規
制
内
容
の
明

確
化
を
図
り
、
制
度
の
透
明
性
と
実
効
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、

の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
の
実
質
的
制
限
に
つ
い
て
、
定
義
規
定
及
び

推
定
規
定
が
お
か
れ
た
。
ま
ず
、
定
義
規
定
(
法
二
条
八
号
の
二
)
は
、

(2) 

我
が
聞
の
東
宝
・
ス
バ
ル
事
件
東
京
高
裁
判
決
と
か
な
り
類
似
し
た
内
容

の
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
推
定
規
定
(
法
七
条
四
項
一
号
)
は
、

企
業
結
合
の
当
事
会
社
の
市
場
占
拠
率
に
よ
り
、
当
該
企
業
結
合
が
一
定

の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
か
否
か
を
推
定
す
る

こ
ト
』
〉

γし
れ
~
。

こ
の
よ
う
に
、
企
業
結
合
に
つ
い
て
は
、
規
制
対
象
の
拡
大
に
よ
る
競

争
政
策
の
よ
り
一
層
の
厳
格
化
を
図
る
と
と
も
に
、
制
度
の
透
明
性
及
び

実
効
性
の
確
保
が
図
ら
れ
て
い
る
。

(3) 

不
当
な
資
金
、
資
産
又
は
人
力
の
支
援
の
禁
止

一
定

我
が
国
の
不
公
正
な
取
引
方
法
に
相
当
す
る
不
公
正
取
引
行
為
は
、
法

二
三
条
一
項
及
び
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
施
行
令
三
六
条
一
項
の
別
表

に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
一
般
指
定
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
韓
国
公
正
取
引
委

員
会
は
、
第
五
次
法
改
正
に
い
た
る
過
程
で
、
財
闘
の
み
を
対
象
に
、
親

族
会
社
聞
の
株
式
、
不
動
産
等
資
産
又
は
資
金
に
関
連
す
る
不
当
な
内
部

取
引
に
つ
い
て
、
新
た
な
規
定
を
設
け
て
規
制
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い

(
3
)
 

た
。
こ
の
案
は
、
最
終
的
に
は
、
財
闘
の
み
に
限
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ

苦手
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料

(4) 

る
者
を
対
象
に
規
制
す
る
こ
と
と
し
、
法
二
三
条
一
項
各
号
の
不
公
正
取

引
行
為
に
、
新
た
な
行
為
類
型
が
追
加
さ
れ
た
。
右
行
為
類
型
(
法
一
一
一
一
一

条
一
項
七
号
)
は
、
系
列
会
社
聞
に
お
い
て
、
株
式
や
不
動
産
等
を
著
し

く
低
い
か
又
は
高
い
価
格
で
取
引
す
る
こ
と
に
よ
り
、
系
列
会
杜
を
不
当

(5) 

に
支
援
す
る
等
不
当
な
内
部
取
引
を
規
制
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ

の
具
体
的
内
容
は
、
略
行
令
三
六
条
一
項
別
表
十
号
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

韓
国
独
占
禁
止
法
上
、
財
閥
に
対
す
る
規
制
は
、
主
と
し
て
、
同
法
三

章
の
企
業
結
合
の
制
限
及
ぴ
経
済
力
集
中
の
抑
制
に
関
す
る
規
定
を
中
心

に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
第
五
次
法
改
正
に
お
い
て
、
岡
高
早
の
規
定
に
と
ど

ま
ら
ず
、
他
の
規
定
を
も
含
め
て
、
財
閥
に
対
す
る
規
制
を
行
お
う
と
し

始
め
た
こ
と
は
、
韓
国
競
争
政
策
の
新
た
な
展
開
で
あ
る
と
み
て
よ
い
で

資

あ
ろ
う
。2 

競
争
的
環
境
整
備
策

(1) 

市
場
構
造
の
改
善

独
寡
占
的
市
場
構
造
の
改
善
は
、
韓
国
独
占
禁
止
法
の
制
定
以
降
、
長

く
同
国
競
争
政
策
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
り
続
け
て
き
た
。

第
五
次
法
改
正
で
は
、
旧
三
条
(
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
禁
止
)
に

替
え
て
、
新
三
条
を
設
け
、
独
寡
占
的
市
場
構
造
の
改
善
等
に
つ
い
て
規

定
し
た
。
新
三
条
は
、
一
項
に
お
い
て
、
「
公
正
取
引
委
員
会
は
、
独
寡

占
的
市
場
構
造
が
長
期
間
維
持
さ
れ
て
い
る
商
品
若
し
く
は
役
務
の
供
給

又
は
需
要
市
場
に
つ
い
て
、
競
争
を
促
進
す
る
た
め
の
施
策
を
作
成
し
、

施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
二
項
に
お
い
て
、
「
公
正
取
引
委

員
会
は
、
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
、
競
争
の
導
入
そ
の
他
市
場
構
造
の
改

善
等
に
関
し
て
必
要
な
意
見
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
市
場
に
お
け
る
競
争
的
環
境
を
よ
り
一
層
整
備
し
て
行
こ
う
と

す
る
も
の
と
し
て
、
評
価
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

3 

企
業
体
質
強
化
策

(1) 

所
有
分
散
優
良
企
業
集
団
制
度

韓
国
経
済
の
特
徴
の
一
つ
は
、
財
関
の
存
在
で
あ
る
。
韓
国
独
占
禁
止

法
は
、
法
律
上
、
こ
れ
を
大
規
模
企
業
集
団
と
し
て
定
義
し
、
こ
れ
に
対

し
て
特
段
の
規
制
を
行
っ
て
る
(
第
九
条
、
一

O
条
、
一

O
条
の
二
、
一

一
条
、
ご
ニ
条
)
。
大
規
模
企
業
集
団
(
法
九
条
一
項
、
令
一
七
条
一
項
)

と
は
、
同
一
企
業
集
団
(
法
二
条
二
号
、
令
三
条
、
一
二
条
の
二
)
に
属
す

北法50(2・118)310



東アジア文化と近代法 (9) 

る
国
内
会
社
の
資
産
総
額
の
合
計
額
の
順
位
が
一
位
か
ら
三
O
位
ま
で
の

企
業
集
団
の
う
ち
、
所
有
分
散
優
良
企
業
集
団
を
除
く
も
の
を
い
う
。

所
有
分
散
優
良
企
業
集
団
と
は
、
法
九
条
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
施

行
令
一
七
条
一
項
に
「
株
式
所
有
の
分
散
及
び
財
務
構
造
が
優
良
で
あ
る

企
業
集
団
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
も
の
を
い
い
、
そ
の
内
容
は
、
要
す
る

に
、
①
当
該
企
業
集
団
内
部
の
者
に
よ
る
同
集
団
所
属
会
社
の
株
式
の
持

分
率
(
内
部
持
分
率
)
が
一
定
率
未
満
で
あ
る
こ
と
、
②
当
該
企
業
集
団

所
属
会
社
全
体
の
自
己
資
本
比
率
が
一
定
率
以
上
で
あ
る
こ
と
、
及
び
③

当
該
企
業
集
団
所
属
上
場
会
社
の
資
本
金
額
の
合
計
額
が
同
集
団
所
属
会

社
の
資
本
金
額
の
合
計
額
に
対
し
て
一
定
率
以
上
で
あ
る
こ
と
の
三
つ
の

基
準
か
ら
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
所
有
分
散
優
良
企
業
集
団
を
大
規
模
企
業
集
団
の
指
定

か
ら
除
外
し
た
の
は
、
今
後
の
よ
り
一
一
層
の
国
際
化
・
開
放
化
の
中
で
、

韓
国
企
業
が
外
国
の
巨
大
企
業
と
競
争
し
て
い
く
に
は
、
大
規
模
企
業
集

団
に
お
い
て
よ
り
一
一
層
の
所
有
分
散
と
財
務
構
造
の
改
善
を
図
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
促
進
す
る
た
め
、
一
定
の
基
準
に
達
し
た
企

業
集
団
に
は
、
大
規
模
企
業
集
団
の
指
定
か
ら
外
し
て
こ
れ
に
対
し
て
課

(6) 

さ
れ
る
特
段
の
規
制
を
免
除
す
る
特
典
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
。
所
有
分

散
優
良
企
業
集
団
を
大
規
模
企
業
集
団
の
指
定
か
ら
除
外
す
る
本
制
度
は
、

大
競
争
時
代
を
迎
え
、
大
規
模
企
業
集
団
に
お
け
る
所
有
分
散
と
財
務
構

造
の
改
善
を
図
ろ
う
と
す
る
韓
国
競
争
政
策
の
強
い
意
欲
の
表
わ
れ
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(2) 

所
有
分
散
優
良
会
社
制
度

所
有
分
散
優
良
会
社
(
法
一

O
条
三
項
、
令
一
七
条
の
四
)
と
は
、
大

規
模
企
業
集
団
に
属
す
る
会
社
で
あ
っ
て
、
株
式
の
分
散
及
び
財
務
構
造

が
優
良
で
あ
る
と
す
る
一
定
の
基
準
を
満
た
す
会
社
を
い
う
。
所
有
分
散

優
良
会
社
は
、
経
済
力
集
中
抑
制
の
た
め
の
各
種
規
制
の
う
ち
、
出
資
総

額
制
限
制
度
(
法
一

O
条
一
項
)
の
適
用
を
受
け
な
い
。

所
有
分
散
優
良
会
社
の
基
準
は
、
施
行
令
に
定
め
ら
れ
(
令
一
七
条
の

四
第
一
項
て
そ
の
内
容
は
、
要
す
る
に
、
所
有
分
散
の
優
良
度
を
、
①

同
一
人
(
法
二
条
二
号
、
令
三
条
)
、
特
殊
関
係
人
及
び
企
業
集
団
全
体

の
株
式
所
有
比
率
、
並
び
に
②
自
己
資
本
比
率
に
よ
り
、
基
準
化
し
た
も

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
所
有
分
散
優
良
会
社
に
対
す
る
出
資
総
額
制
限
制
度
か
ら

の
適
用
除
外
制
度
は
、
進
展
す
る
経
済
の
国
際
化
・
開
放
化
を
背
景
に
、

第
四
次
法
改
正
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
趣
旨
は
、
今
後
外
国
巨
大

企
業
と
の
よ
り
一
層
の
競
争
激
化
が
予
想
さ
れ
る
中
で
、
大
規
模
企
業
集

団
所
属
会
社
の
所
有
分
散
を
更
に
促
進
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す

e 
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料

な
わ
ち
、
本
制
度
導
入
前
に
お
い
て
は
、
自
己
が
属
す
る
企
業
集
団
が
一

度
大
規
模
企
業
集
団
に
指
定
さ
れ
た
後
は
、
間
集
団
に
属
す
る
会
社
聞
に

(7) 

所
有
分
散
を
図
ろ
う
と
す
る
誘
引
が
働
か
な
い
。
こ
の
た
め
、
大
規
模
企

業
集
団
に
属
す
る
会
社
で
あ
っ
て
も
、
所
有
分
散
及
び
財
務
構
造
が
健
全

な
も
の
に
つ
い
て
は
、
出
資
総
額
制
限
制
度
の
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
に

よ
り
、
こ
れ
ら
会
社
聞
に
所
有
分
散
促
進
の
誘
引
を
与
え
よ
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
要
す
る
に
、
大
競
争
時
代
を
迎
え
て
、
大
規
模
企

業
集
団
に
属
す
る
各
会
社
に
対
し
て
も
、
所
有
分
散
促
進
の
誘
引
を
与
え
、

こ
れ
ら
の
会
社
の
体
質
強
化
を
図
ろ
う
と
う
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

資

(3) 

債
務
保
証
制
限
制
度

債
務
保
証
制
限
制
度
は
、
韓
国
企
業
の
国
際
競
争
力
の
確
保
を
目
的
に
、

そ
の
た
め
に
は
企
業
集
団
内
会
社
聞
の
過
度
の
債
務
保
証
に
よ
る
相

E
依

A8) 

存
関
係
を
排
除
し
て
い
く
必
要
カ
あ
る
と
し
て
、
第
三
次
法
改
正
に
お
い

て
導
入
さ
れ
た
。
債
務
保
証
は
、
①
企
業
集
団
内
に
過
度
の
与
信
を
も
た

ら
し
、
結
果
的
に
集
団
外
の
中
小
企
業
の
与
信
利
用
を
制
約
す
る
こ
と
に

よ
り
、
経
済
力
の
集
中
を
深
化
さ
せ
、
②
競
争
力
を
喪
失
し
た
企
業
集
団

内
限
界
企
業
の
市
場
か
ら
の
退
出
を
妨
げ
、
ひ
い
て
は
、
当
該
企
業
集
団

内
各
社
の
経
営
を
不
健
全
な
も
の
と
し
、
大
規
模
連
鎖
倒
産
を
招
く
こ
と

と
も
な
り
か
ね
ず
、
国
際
競
争
力
確
保
の
観
点
か
ら
も
看
過
し
得
な
い
と

(9) 

さ
れ
て
い
る
。

債
務
保
証
限
度
額
は
、
本
制
度
が
導
入
さ
れ
た
第
三
次
改
正
法
で
は
、

自
己
資
本
金
額
の
二

O
O
パ
ー
セ
ン
ト
相
当
額
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
本

制
度
は
、
第
五
次
法
改
正
に
お
い
て
、
そ
の
限
度
が
一

O
O
パ
ー
セ
ン
ト

相
当
額
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
、
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
九
七
年
年
初
の
韓
宝
グ
ル
ー
プ
の
破
綻
に
始
ま
り
、
韓
国

経
済
は
、
現
在
、
金
融
・
為
替
危
機
の
渦
中
に
あ
り
、

I
M
F
の
支
援
を

受
け
る
状
態
に
ま
で
陥
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
来
し
た
原
因

は
、
大
規
模
企
業
集
団
所
属
会
社
の
多
く
が
外
部
か
ら
の
借
入
に
依
存
し
、

無
分
別
に
事
業
活
動
を
拡
張
し
て
き
た
結
果
、
脆
弱
な
財
務
構
造
と
競
争

力
の
低
下
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
あ
る
。
第
三
次
法
改
正
に
お
け
る
債
務

保
証
制
限
制
度
の
導
入
及
び
第
五
次
法
改
正
に
お
け
る
制
度
の
強
化
に
よ

り
、
債
務
保
証
の
状
況
は
、
改
善
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
、
な
お
十
分
と

は
言
え
ず
、
経
済
の
変
動
に
堪
え
切
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

本
制
度
導
入
当
時
、
大
規
模
企
業
集
団
所
属
会
社
聞
の
債
務
保
証
の
問
題

点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
連
鎖
倒
産
の
お
そ
れ
が
、
ま
さ
に
現
実
の
も

の
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
韓
国
で
は
、
現
在
、
債
務
保
証

制
限
制
度
の
見
直
し
・
強
化
を
含
め
て
、
大
規
模
企
業
集
団
に
対
す
る
よ
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り
一
一
層
の
規
制
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
り
経
済
改
革
を
推
進
し
よ
う
と
す
る

動
き
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
、
大
規
模
企
業
集
団
側
の
反
発

も
予
想
さ
れ
る
が
、
最
終
的
に
は
、
現
在
の
債
務
保
証
制
限
制
度
は
、
更

に
強
化
さ
れ
、
集
団
内
債
務
保
証
の
全
面
禁
止
に
い
た
る
可
能
性
も
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

右
に
み
た
と
お
り
、
債
務
保
証
制
限
制
度
の
導
入
か
ら
現
在
に
い
た
る

ま
で
の
経
緯
は
、
韓
国
企
業
の
体
質
を
強
化
し
、
国
際
的
競
争
に
備
え
よ

う
と
す
る
韓
国
競
争
政
策
の
表
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

4 

国
際
化
対
応
規
制
緩
和
策

(1) 

市
場
支
配
的
事
業
者
の
範
囲
の
改
正

東アジア文化と近代法 (9) 

市
場
支
配
的
事
業
者
と
は
、
一
定
の
市
場
支
配
力
を
有
す
る
事
業
者
を

い
い
、
線
国
独
占
禁
止
法
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
地
位
の
濫
用
行
為

を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
(
法
三
条
の
二
第
一
項
)
。

市
場
支
配
的
事
業
者
は
、
供
給
額
一
、

0
0
0
億
ウ
ォ
ン
以
上
の
市
場

に
お
い
て
①
市
場
占
拠
率
五
O
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
又
は
②
上
位
三
社
の

市
場
占
拠
率
の
合
計
が
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
場
合
の
、
こ
れ
に

該
当
す
る
各
事
業
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
要
件
を
備
え
、
法
三
条
の

二
の
規
定
に
よ
る
濫
用
行
為
の
お
そ
れ
が
な
い
と
、
公
正
取
引
委
員
会
が

認
め
た
事
業
者
を
除
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
(
法
二
条
七
号
、
令
四
条
一

項)。
①
充
分
に
開
放
さ
れ
て
お
り
、
参
入
制
限
の
な
い
市
場
に
お
い
て
、
商

品
又
は
役
務
を
供
給
す
る
こ
と
(
令
四
条
一
項
一
号
)
。

②
令
七
条
(
市
場
支
配
的
事
業
者
の
指
定
及
び
告
示
)
の
規
定
に
よ
る

市
場
支
配
的
事
業
者
と
し
て
の
指
定
告
示
日
以
前
二
年
間
に
、
実
質
的

に
価
格
引
上
げ
を
し
た
事
実
が
な
い
こ
と
(
同
項
二
号
)
。

③
指
定
告
示
日
以
前
二
年
間
に
、
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
(
法
三
条

の
二
)
、
不
当
な
共
同
行
為
(
法
一
九
条
)
又
は
優
越
的
地
位
の
濫
用

(
法
二
三
条
一
項
四
号
。
不
公
正
取
引
行
為
の
一
類
型
)
の
各
禁
止
行

為
を
行
い
、
是
正
措
置
を
命
じ
ら
れ
た
事
実
が
な
い
こ
と
(
同
項
三

号)。施
行
令
の
右
四
条
の
内
容
は
、
九
七
年
施
行
令
改
正
に
よ
り
、
現
行

の
と
お
り
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
同
改
正
の
要
点
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
っ
た
。

①
 
市
場
支
配
的
事
業
者
の
市
場
規
模
要
件
が
、
従
来
五
O
O
億
ウ
ォ
ン

以
上
で
あ
っ
た
の
を
、
一
、

0
0
0
億
ウ
ォ
ン
以
上
に
引
き
上
げ
た
こ

と
(
令
四
条
一
項
本
文
の
改
正
)
。

一
定
の
要
件
を
満
た
し
そ
の
地
位
の
濫
用
行
為
の
お
そ
れ
が
な
い
と

② 

.除
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料

公
正
取
引
委
員
会
が
認
め
た
事
業
者
に
つ
い
て
、
市
場
支
配
的
事
業
者

の
指
定
か
ら
除
外
す
る
制
度
を
、
新
た
に
導
入
し
た
こ
と
(
令
四
条
一

項
但
書
各
号
の
追
加
)
。

施
行
令
の
右
改
正
を
受
け
て
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
九
七
年
四
月
一

目
、
「
市
場
支
配
的
事
業
者
指
定
除
外
指
針
」
を
定
め
て
、
令
四
条
一
項

但
書
各
号
の
具
体
的
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
「
市
場
支
配
的

事
業
者
指
定
除
外
申
請
要
領
」
も
併
せ
て
定
め
て
告
示
し
て
い
る
。

右
施
行
令
改
正
の
趣
旨
は
、
①
市
場
規
模
要
件
を
五
O
O
億
ウ
ォ
ン
以

上
か
ら
一
、

0
0
0
億
ウ
ォ
ン
以
上
へ
引
き
上
げ
、
②
市
場
の
開
放
性
及

び
参
入
制
限
の
状
況
を
指
定
除
外
要
件
と
し
た
こ
と
、
に
あ
る
と
言
っ
て

よ
い
。
こ
れ
は
、
公
正
な
競
争
を
行
っ
て
い
る
国
内
事
業
者
が
市
場
支
配

的
事
業
者
と
し
て
指
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
内
事
業

者
が
外
国
事
業
者
と
自
由
に
競
争
で
き
る
よ
う
に
し
、
企
業
の
活
力
回
復

(
凶
)

の
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本

改
正
内
容
は
、
今
後
の
国
際
的
競
争
の
更
な
る
活
発
化
に
向
け
て
、
過
度

の
規
制
は
で
き
る
だ
け
廃
止
な
い
し
は
軽
減
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
も
、
韓
国
競
争
政
策
に
お
け
る
最
近
の
特
徴
の
一
つ
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

資

(2) 

企
業
結
合
届
出
基
準
の
引
上
げ

第
五
次
法
改
正
に
お
い
て
、
企
業
結
合
の
規
制
対
象
は
、
そ
れ
ま
で
の

一
定
規
模
以
上
の
会
社
か
ら
、
す
べ
て
の
者
へ
と
拡
大
さ
れ
た
(
法
七
条

二
項
)
。
一
方
、
企
業
結
合
の
届
出
義
務
は
、
同
改
正
前
は
、
規
制
対
象

と
な
る
者
す
べ
て
に
課
さ
れ
て
い
た
た
め
、
企
業
結
合
の
規
制
対
象
と
届

出
義
務
に
関
す
る
右
両
規
定
の
関
係
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
の
で
は
、

あ
ら
ゆ
る
会
社
が
届
出
義
務
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
第
五
次
法

改
正
で
は
、
右
改
正
と
併
せ
て
、
届
出
義
務
を
課
す
対
象
を
一
定
規
模
以

上
の
会
社
に
限
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

右
改
正
後
の
届
出
義
務
者
は
、
施
行
令
に
定
め
ら
れ
た
が
(
法
一
二
条

一
項
、
令
一
八
条
一
項
)
、
こ
れ
は
、
従
来
の
基
準
を
実
質
的
に
引
き
上

げ
た
も
の
と
み
て
よ
く
、
ま
た
、
関
係
行
政
機
関
の
長
が
、
他
の
法
律
の

規
定
に
基
づ
き
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
企
業
結
合
に
関
し
て
、
公
正
取
引
委

員
会
に
協
議
す
る
場
合
に
は
、
届
出
を
要
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
(
法
一

二
条
二
項
)
、
届
出
に
関
す
る
こ
れ
ら
一
連
の
改
正
は
、
規
制
緩
和
の
範

鳴
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

(3) 

国
際
契
約
審
査
要
請
制
度

国
際
契
約
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
対
す
る
監
視
は
、
第
四
次
法
改
正
前
は
、

公
正
取
引
委
員
会
へ
の
届
出
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
(
法
一
一
一
一
一
一
条
旧
一

を毎
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東アジア文化と近代法 (9) 

と
こ
ろ
が
、
九
0
年
代
に
入
り
、
韓
国
企
業
が
競
争
力
を
つ
け
、
国
際

的
に
広
範
な
事
業
活
動
を
展
開
す
る
に
つ
れ
、
国
際
契
約
の
届
出
制
度
は
、

こ
れ
ら
韓
国
企
業
に
過
剰
な
負
担
を
強
い
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
囲
内
契
約
に
つ
い
て
は
、
届
出
が
不
要
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
契
約
に
つ
い
て
の
み
届
出
を
課
す
こ
と
は
、

(
日
)

衡
平
上
も
問
題
あ
り
と
の
指
摘
も
み
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
た
め
、

第
四
次
法
改
正
に
お
い
て
、
企
業
の
負
担
を
軽
減
し
、
外
国
の
先
進
技
術

(ロ)

の
導
入
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
の
趣
旨
か
ら
、
国

際
契
約
の
届
出
制
度
を
廃
止
し
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
、
企
業
が
締
結
し
よ

う
と
す
る
国
際
契
約
に
つ
い
て
、
そ
の
違
法
性
の
有
無
を
自
主
的
に
公
正

取
引
委
員
会
に
対
し
て
審
査
を
要
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
審
査
要
請
制
度

が
採
用
さ
れ
た
(
法
三
三
条
)
。
法
三
三
条
は
、
事
業
者
又
は
事
業
者
団

体
が
、
国
際
契
約
を
締
結
す
る
に
あ
た
り
、
当
該
国
際
契
約
が
法
三
二
条

一
項
(
不
当
な
国
際
契
約
の
締
結
制
限
)
の
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
に

つ
い
て
、
施
行
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
公
正
取
引
委
員
会
に
審
査

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
基
づ
き
、
施
行
令

は
、
国
際
契
約
の
審
査
要
請
手
続
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
(
令
四
八
条
)
。

な
お
、
第
四
次
法
改
正
に
お
け
る
右
改
正
に
あ
た
り
)
届
出
制
の
廃
止

に
伴
い
、
国
際
契
約
の
締
結
制
限
の
実
効
性
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い

ょ
う
、
不
当
な
国
際
契
約
の
締
結
に
対
し
て
も
、
課
徴
金
制
度
が
創
設
さ

れ
た
(
法
三
四
条
の
二
)
。

自
主
的
審
査
要
請
制
度
の
導
入
は
、
韓
国
企
業
が
外
国
企
業
と
競
争
し

て
い
く
う
え
で
、
そ
れ
ま
で
課
さ
れ
て
い
た
負
担
を
解
く
こ
と
等
を
目
的

と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
国
際
化
時
代
を
見
す
え
た
韓
国
競
争
政

策
の
特
徴
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

5 

国
際
化
対
応
企
業
支
援
策

(1) 

国
際
競
争
力
強
化
の
た
め
の
出
資
総
額
制
限
適
用

除
外
制
度

出
資
総
額
制
限
制
度
(
法
一

O
条
)
と
は
、
大
規
模
企
業
集
団
所
属
会

社
に
よ
る
他
の
国
内
会
社
へ
の
出
資
総
額
を
、
一
定
の
額
以
下
に
抑
え
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
制
度
は
、
第
一
次
法
改
正
に
お
い
て
導
入
さ

れ
、
第
四
次
法
改
正
に
お
い
て
改
正
さ
れ
て
、
現
行
法
上
、
そ
の
額
(
他

の
国
内
会
社
の
株
式
の
取
得
価
額
の
合
計
額
)
は
、
当
該
会
社
の
純
資
産

額
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
相
当
額
以
下
と
さ
れ
て
い
る
(
同
条
一
項
柱
書
)
。

出
資
総
額
制
限
制
度
は
、
か
ね
て
か
ら
、
経
済
の
国
際
化
・
開
放
化
の

進
展
の
中
で
、
時
に
は
障
害
と
な
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
、
指
摘
さ
れ
て

北法50(2・123)315

.. " 



料

(
日
)
い
た
。
こ
の
た
め
、
第
三
次
法
改
正
に
お
い
て
、
韓
国
企
業
が
経
済
の
国

際
化
・
開
放
化
に
対
応
し
得
る
よ
う
に
す
べ
く
、
部
品
生
産
中
小
企
業
と

の
技
術
協
力
関
係
を
維
持
す
る
た
め
の
出
資
、
そ
の
他
大
統
領
令
(
施
行

令
)
に
定
め
る
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
の
た
め
に
必
要
な
場
合
で
あ
っ

て
、
公
正
取
引
委
員
会
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
期
間
を
株
式
取
得

時
か
ら
五
年
に
限
り
、
出
資
総
額
制
限
の
適
用
除
外
と
す
る
こ
と
と
さ
れ

た
(
法
一

O
条
一
項
五
号
)
。
右
五
年
の
期
間
は
、
そ
の
後
第
四
次
法
改

正
に
お
い
て
、
七
年
に
延
長
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
具
体
的
内
容
は
、
施
行
令
に
定
め
ら
れ
て
お
り
(
令
一
七
条

の
二
)
、
一
つ
は
生
産
面
で
の
系
列
関
係
に
あ
る
中
小
企
業
に
対
す
る
出

資
等
を
適
用
除
外
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
、
外
国
か
ら
の
技
術
導
入
又

は
外
国
企
業
と
の
技
術
共
同
開
発
を
行
う
た
め
の
場
合
を
適
用
除
外
す
る

も
の
で
あ
る
。

資

本
制
度
は
、
国
際
競
争
力
の
強
化
を
理
由
に
、
他
の
国
内
会
社
へ
の
出

資
を
、
出
資
総
額
制
限
制
度
の
適
用
除
外
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
際
化

時
代
に
対
応
し
、
自
国
企
業
を
支
援
し
よ
う
と
す
る
性
格
を
持
つ
も
の
と

言
え
よ
う
。

(2) 

民
間
資
本
誘
致
促
進
法

第
四
次
法
改
正
に
お
い
て
、
出
資
総
額
制
限
制
度
の
適
用
除
外
の
一
つ

と
し
て
、
大
規
模
企
業
集
団
所
属
会
社
が
民
間
資
本
誘
致
促
進
法
二
条
二

号
の
規
定
に
基
づ
く
第
一
種
施
設
事
業
を
営
む
た
め
に
設
立
さ
れ
た
会
社

の
株
式
を
所
有
す
る
場
合
が
追
加
さ
れ
た
(
法
一

O
条
二
項
、
令
一
七
条

の
三
)
。
こ
こ
に
い
う
第
一
種
施
設
事
業
と
は
、
道
路
、
鉄
道
、
港
湾
等

の
事
業
で
あ
っ
て
、
一
定
期
間
経
過
後
、
そ
の
所
有
権
が
国
に
帰
属
す
る

(M) 

も
の
を
い
う
。
こ
れ
ら
の
事
業
へ
の
投
資
は
、
そ
の
性
質
上
莫
大
な
資
金

(
日
)

を
要
し
、
ま
た
、
懐
妊
期
聞
が
長
期
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、
適
用

除
外
の
期
間
は
、
公
正
取
引
委
員
会
の
承
認
の
下
に
、
二

O
年
以
内
と
し
、

一
O
年
以
内
の
範
囲
に
お
い
て
こ
れ
を
延
長
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(法一

O
条
二
項
但
書
)
。

本
適
用
除
外
の
趣
旨
は
、
社
会
間
接
資
本
に
対
す
る
投
資
を
出
資
総
額

制
限
の
対
象
か
ら
は
ず
す
こ
と
に
よ
り
、
社
会
間
接
資
本
へ
の
投
資
を
促

(
凶
)

し
、
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
制
度
か
ら

は
、
国
際
的
競
争
の
激
化
の
中
で
、
韓
国
企
業
が
不
利
な
条
件
で
競
争
せ

ざ
る
を
得
な
い
状
態
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
阿
国
競
争
政
策
の
一
端
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

(3) 

国
際
競
争
力
強
化
の
た
め
の
債
務
保
証
制
限
適
用

除
外
制
度
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債
務
保
証
制
限
制
度
に
つ
い
て
も
、
出
資
総
額
制
限
制
度
の
場
合
と
同

様
、
国
際
競
争
力
強
化
の
た
め
の
適
用
除
外
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る

(法一

O
条
の
二
第
一
項
三
号
)
。
そ
の
具
体
的
内
容
は
、
施
行
令
に
規

定
さ
れ
て
お
り
(
令
一
七
条
の
五
第
二
項
一
回
す
か
ら
五
号
ま
で
)
、
こ
れ

ら
適
用
除
外
と
な
る
保
証
は
、
①
資
本
財
、
そ
の
他
の
商
品
の
生
産
等
に

あ
た
り
、
韓
国
輸
出
入
銀
行
等
が
行
う
貸
出
に
対
す
る
保
証
(
一
号
)
、

②
海
外
に
お
け
る
建
設
工
事
、
輸
出
船
舶
の
建
設
、
そ
の
他
に
関
連
し
て
、

圏
内
金
融
機
関
が
行
う
各
種
保
証
に
対
す
る
保
証
〈
二
号
)
、
③
技
術
開

発
事
業
を
行
う
た
め
に
、
国
内
金
融
機
関
か
ら
支
援
を
受
け
た
資
金
に
対

す
る
保
証
言
一
号
)
、
④
輸
出
手
形
の
国
内
金
融
機
関
に
よ
る
買
入
等
に

対
す
る
保
証
(
四
号
)
、
⑤
圏
内
金
融
機
関
の
海
外
支
庖
が
行
う
与
信
に

対
す
る
保
証
(
五
号
)
及
び
⑥
会
社
整
理
手
続
の
開
始
を
申
し
立
て
た
会

社
の
第
三
者
引
受
と
関
連
す
る
保
証
(
六
号
)
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
適
用
除
外
は
、
産
業
の
合
理
化
、
技
術
開
発
事
業
、
海
外
で

の
大
規
模
事
業
へ
の
参
加
等
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
趣
旨
は
、
国

際
競
争
力
の
強
化
や
危
険
負
担
の
分
散
の
た
め
、
止
む
を
得
な
い
も
の
で

あ
っ
て
、
国
内
市
場
に
お
け
る
競
争
阻
害
や
経
済
力
集
中
の
深
化
に
影
響

(口)

が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
本
適
用
除
外
は
、
国
内
市
場
と
は
比
較
的
関
係
の
薄
い
海

外
に
お
け
る
事
業
活
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
、
国
際
競
争

力
の
確
保
を
重
視
す
る
韓
国
競
争
政
策
の
特
徴
を
見
る
思
い
が
す
る
。

6 

競
争
制
限
的
施
策

(1) 

中
小
企
業
分
野
へ
の
参
入
制
限

企
業
結
合
の
規
制
基
準
と
な
る
「
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
行
為
」

に
つ
い
て
、
第
五
次
法
改
正
で
は
、
新
た
に
定
義
規
定
を
お
き
(
法
二
条

八
号
の
二
)
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
企
業
結
合
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を

一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
も
の
と
推
定
す

る
こ
と
と
し
た
〈
法
七
条
四
項
)
。
こ
の
規
定
に
基
づ
き
、
資
産
総
額
又

は
売
上
額
が
二
兆
ウ
ォ
ン
以
上
の
大
規
模
会
社
(
令
一
二
条
の
二
)
が
、

①
中
小
企
業
基
本
法
に
基
づ
く
中
小
企
業
が
合
わ
せ
て
三
分
の
二
以
上
の

市
場
占
拠
率
を
有
す
る
取
引
分
野
に
お
い
て
、
②
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の

市
場
占
拠
率
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
企
業
結
合
を
す
る
と
き
は
、
当
該
企

業
結
合
は
、
二
疋
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
も

の
と
推
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
(
法
七
条
四
項
二
号
)
。

こ
れ
は
、
大
規
模
会
社
が
中
小
企
業
分
野
へ
進
出
す
る
こ
と
を
で
き
る

(M) 

だ
け
抑
え
よ
う
と
す
る
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
施
策
は
、

む
し
ろ
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
阻
害
し
、
円
滑
な
産
業
調
整
を
妨
げ
る
こ
と

有島
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に
も
な
り
か
ね
な
い
と
思
わ
れ
る
。

資

(2) 

業
種
専
門
化
誘
導
施
策

業
種
専
門
化
誘
導
施
策
と
は
、
国
際
競
争
カ
の
強
化
を
目
的
に
、
工
業

発
展
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
通
商
産
業
部
長
官
が
行
う
大
規
模
企
業
集
団

の
業
種
を
専
同
化
す
る
よ
う
誘
導
す
る
た
め
の
施
策
を
い
う
。

一
九
九
五
年
施
行
令
改
正
に
お
い
て
、
右
政
策
の
一
環
と
し
て
、
独
占

禁
止
法
上
も
、
出
資
総
額
制
限
(
法
一

O
条
)
に
お
け
る
国
際
競
争
力
強

化
の
た
め
の
適
用
除
外
の
一
つ
と
し
て
、
業
種
専
門
化
を
促
進
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
が
追
加
さ
れ
た
(
令
一
七
条
の
二
旧
三
号
)
。

右
改
正
の
趣
旨
は
、
韓
国
企
業
が
今
後
外
国
の
巨
大
企
業
と
競
争
し
て

い
く
に
は
、
各
財
閥
は
そ
の
業
種
を
専
門
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
考
え

方
の
下
に
、
独
占
禁
止
法
上
、
大
規
模
一
企
業
集
団
所
属
会
社
問
の
出
資
に

つ
い
て
、
①
非
主
力
企
業
の
資
源
を
で
き
る
だ
け
主
力
企
業
に
集
中
す
る

と
と
も
に
、
②
主
力
企
業
の
出
資
を
自
己
の
関
連
業
種
へ
誘
導
し
よ
う
と

(
印
)

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
の
下
、
令
一
七
条
の
二
旧
三
号
は
、

そ
の
要
件
を
細
か
く
規
定
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、

一
九
九
七
年
施
行
令
改
正
に
お
い
て
、
右
規
定
は
、
削
除

さ
れ
、
本
制
度
は
早
く
も
姿
を
消
す
こ
と
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
今

後
は
、
右
の
よ
う
な
出
資
も
出
資
総
額
制
限
の
適
用
除
外
と
な
る
こ
と
な

く
、
制
限
の
対
象
と
な
る
。
し
か
し
、
改
正
施
行
令
附
則
三
条
で
は
、
削

除
さ
れ
た
旧
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
既
に
認
定
を
受

け
た
株
式
の
保
有
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
規
定
に
よ
る
と
さ
れ
て
お

り
、
改
正
前
に
本
制
度
に
よ
り
適
扇
除
外
と
な
っ
た
出
資
は
、
株
式
保
有

の
日
か
ら
七
年
間
適
用
除
外
の
状
態
が
続
く
こ
と
と
な
る
(
法
一

O
条
一

項
但
書
)
。
し
た
が
っ
て
、
業
種
専
門
化
誘
導
施
策
に
基
づ
く
適
用
除
外

の
出
資
は
、
当
分
の
問
現
状
凍
結
の
ま
ま
推
移
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

本
制
度
は
、
廃
止
さ
れ
は
し
た
が
、
各
企
業
が
い
か
な
る
事
業
を
営
み
、

ま
た
、
各
企
業
集
団
が
何
を
主
力
業
種
又
は
主
力
企
業
と
し
、
こ
れ
ら
を

い
く
つ
選
定
す
る
か
等
に
つ
い
て
は
、
各
企
業
な
い
し
各
企
業
集
団
が
自

ら
判
断
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
制
度
は
、
こ
れ
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
に
よ
る
競
争
へ
の
介

入
と
し
て
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
韓
国
独
占
禁
止
法
の
一
九
九
0
年
代
に
入
っ
て
以
降
、
特

に
最
近
の
動
き
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
及
、
び
特
徴
を
、
法
改
正
及
、
ぴ
施
行

令
改
正
の
内
容
の
中
か
ら
み
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
動
き
は
、
強
い
て
要
約

司手
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す
れ
ば
、
大
競
争
時
代
に
い
か
に
対
応
す
る
か
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
く
、

右
の
法
改
正
及
、
び
施
行
令
改
正
の
内
容
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
で
あ

れ
ば
、
素
直
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
競
争
時

代
へ
の
対
応
と
い
う
大
き
な
流
れ
は
、
右
に
述
べ
た
と
お
り
、
便
宜
上
六

つ
の
流
れ
に
分
類
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
一
貫
し
て
、
よ
り
国
際
化
す
る

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
、
韓
国
企
業
が
よ
り
競
争
力
を
つ
け
、
自
由
経
済
社

会
の
中
で
強
く
行
き
抜
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
施
策
の
中
に
は
、
一
部
に
は
競
争
制
限
的
な
も
の
も
あ

る
が
、
多
く
は
、
競
争
政
策
の
強
化
な
い
し
よ
り
一
層
の
推
進
を
図
ろ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
種
々
の
競
争
政
策
の
中
か

ら
、
韓
国
の
経
済
社
会
が
自
由
経
済
社
会
と
し
て
よ
り
一
一
層
充
実
し
た
も

の
と
な
う
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

東アジア文化と近代法 (9) 

注
(
1
)
制
韓
国
公
正
競
争
協
会
「
公
正
協
会
報
」
一
七
号
、
二
頁
。

(2)
東
宝
側
に
よ
る
審
決
取
消
請
求
訴
訟
(
東
京
高
裁
、
昭
二
六
・

九
・
一
九
、
審
決
集
一
一
一
巻
一
六
六
頁
)
。

(3)
制
韓
国
公
正
競
争
協
会
「
号
司
弓
場
」
六
号
、
一
七
頁
。

(
4
)
佃
韓
国
公
正
競
争
協
会
「
公
正
協
会
報
」
一
七
号
、
ニ
頁
。

(5)
鮒
韓
国
公
正
競
争
協
会
「
号
守
弓
場
」
六
号
、
一
七
頁
。

(
6
)
韓
国
公
正
去
来
委
員
会
「
公
正
去
来
年
報
」
一
九
九
五
年
版
、

七
一
頁
。

(7)
韓
国
公
正
去
来
委
員
会
「
独
占
規
制
嘆
公
正
取
引
刊
巷
帯
法
律

中
改
正
法
律
(
案
)
」
一
九
九
四
年
一
二
月
、
四
頁
。

(8)
韓
国
公
正
去
来
委
員
会
「
公
正
去
来
年
報
」
一
九
九
三
年
版
、

二
五
頁
。

(
9
)
韓
国
公
正
去
来
委
員
会
「
公
正
去
来
年
報
」
一
九
九
五
年
版
、

七
九
頁
。

(
叩
)
佃
韓
国
公
正
競
争
協
会
「
公
正
協
会
報
」
一
一
一
号
、
一
五
頁
。

(
日
)
韓
国
公
正
去
来
委
員
会
、
前
掲
、
一
九
九
四
年
二
一
月
文
書
、

六
頁
。

(
臼
)
韓
国
公
正
去
来
委
員
会
、
前
掲
、
一
九
九
四
年
二
一
月
文
書
、

六
頁
。

(
日
)
拙
韓
国
公
正
競
争
協
会
「
公
正
協
会
報
」
一
七
号
、
二
頁
。

(
U
)
韓
国
公
正
去
来
委
員
会

E
E
?一2
2
0同

B
5
2官
立

〉

B
g昏
5
a
a
z
o
p
O唱。
q
m骨
粗

H
U
E
g
g
a
烈
母

4
8号
〉

a
s

剛

P
R
R・
一
九
九
周
年
十
月
、
三
頁
。

(
日
)
韓
国
公
正
去
来
委
員
会
、
前
掲
、
一
九
九
四
年
一
一
一
月
文
書
、

五
頁
。

(
凶
)
韓
国
公
正
去
来
委
員
会
、
前
掲
、
一
九
九
四
年
一
一
一
月
文
書
、

五
頁
。

(
げ
)
韓
国
公
正
去
来
委
員
会
「
公
正
去
来
年
報
」

一
九
九
五
年
版
、

~ 
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19 18 
七'-'~八
九韓鮒 O
頁国緯頁
。公園 o

正公
去正
来襲

雪Z
令宰 ;r;; 

4下公
孟韮
去司F

警警
報

一七
九そ
九一

室電
版

資

〔
補
輪
〕

韓
国
で
は
、
第
五
次
法
改
正
及
び
そ
の
直
後
の
一
九
九
七
年
施
行
令
改

正
か
ら
ほ
ぼ
一
年
し
か
経
て
い
な
い
九
人
年
二
月
、
第
六
次
法
改
正
が
行

わ
れ
、
更
に
同
年
四
月
に
は
、
改
正
法
を
施
行
す
る
た
め
、
同
法
施
行
令

改
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
本
稿
脱
稿
後
に
知
る
と
こ
ろ
と

な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
も
取
り
入
れ

て
本
稿
を
書
き
直
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
諸
論
の
事
情
か
ら
事
実
上
困
難

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
内
容
に
対
す
る
評
価
は
、
こ
こ
に
補
論

と
し
て
論
述
す
る
こ
と
と
し
、
併
せ
て
、
最
近
特
に
問
題
と
な
っ
て
い
る

財
閥
商
事
業
交
換
問
題
に
つ
い
て
も
論
じ
た
い
と
考
え
る
。

は
じ
め
に

第
六
次
改
正
法
は
、
九
八
年
二
月
一
五
日
に
成
立
し
、
同
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
さ
れ
(
一
部
の
規
定
は
、
公
布
日
で
あ
る
二
月
二
四
日
か
ら
)
、

ま
た
、
改
正
施
行
令
は
、
同
年
三
月
二
六
日
に
議
決
さ
れ
、
四
月
一
日
か

ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。

今
次
改
正
は
、
一
九
九
七
年
年
初
か
ら
の
経
済
危
機
に
起
因
す
る
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
を
克
服
す
る
手
段
と
し
て
行
わ
れ
た
。
韓
国
経
済
は
、
現

在、

I
M
F管
理
体
制
下
に
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
一
九
九
七
年
年
初

か
ら
の
大
規
模
企
業
集
団
所
属
会
社
問
の
連
鎖
不
渡
が
金
融
機
関
の
不
実

化
と
対
外
信
認
度
の
下
落
を
呼
ぴ
、
更
に
そ
れ
が
よ
り
一
一
層
の
危
機
を
招

く
と
い
う
悪
循
環
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
危
機
の
原
因
は
、
大
規
模
企

業
集
団
に
お
け
る
非
効
率
的
構
造
と
こ
れ
に
伴
う
脆
弱
な
企
業
環
境
に
あ

{L} 

る
と
さ
れ
る
。
第
六
次
法
改
正
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
に
、
構
造

調
整
を
図
り
、
企
業
の
競
争
力
を
強
化
す
る
た
め
、
①
新
規
債
務
保
証
の

禁
止
及
ぴ
既
存
債
務
保
証
の
解
消
、
並
び
に
②
出
資
総
額
制
限
制
度
の
廃

止
を
内
容
と
し
て
行
わ
れ
た
。

1 

新
規
債
務
保
証
の
禁
止
及
び
既
存
債
務
保
証
の

解
消

債
務
保
証
制
限
制
度
の
趣
旨
、
経
緯
、
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
本
論
3

仰
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

色
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東アジア文化と近代法 (9) 

第
六
次
法
改
正
に
お
い
て
は
、
債
務
保
証
制
限
大
規
模
企
業
集
団
(
そ

の
範
囲
は
、
大
規
模
企
業
集
団
と
同
じ
〉
所
属
系
列
会
社
関
相
互
の
債
務

保
証
に
つ
い
て
、
新
規
の
も
の
は
、
こ
れ
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
こ
と
と

し
(
法
一

O
条
の
二
第
一
項
)
、
既
存
の
も
の
は
、
所
定
の
日
ま
で
に
解

消
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
(
法
一

O
条
の
三
新
設
)
。
新
規
債
務
保
証
を
全

面
禁
止
す
る
こ
と
と
し
た
背
景
に
は
、
系
列
会
社
間
債
務
保
証
が
、
企
業

の
構
造
調
整
を
阻
害
し
て
き
た
と
の
認
識
が
あ
り
、
そ
れ
が
た
め
、

I
M

F
か
ら
も
そ
の
是
正
を
求
め
ら
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
第
五
次
法
改
正

に
お
け
る
二

O
O
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一

O
O
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
下
げ
か

ら
、
第
六
次
法
改
正
に
お
け
る
全
面
禁
止
ま
で
、
わ
ず
か
一
年
二
ヶ
月
し

か
経
て
お
ら
ず
、
こ
の
間
の
韓
国
経
済
の
変
動
の
激
し
さ
と
危
機
の
状
況

を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
恩
わ
れ
る
。

債
務
保
証
制
限
制
度
は
、
制
度
導
入
以
降
一
貫
し
て
強
化
さ
れ
て
き
て

お
り
、
第
六
次
法
改
正
に
お
い
て
は
、
遂
に
全
面
禁
止
さ
れ
る
に
い
た
っ

た
。
債
務
保
証
制
限
制
度
は
、
本
稿
本
論
で
は
、
③
企
業
体
質
強
化
策
の

一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
た
が
、
第
六
次
法
改
正
に
お
け
る
全
面
禁
止
も
、

こ
れ
ま
で
と
同
一
の
趣
旨
に
よ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
右
施
策
の
中
に
含

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

2 

出
資
総
額
制
限
制
度
の
廃
止

出
資
総
額
制
限
制
度
の
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
本
論

5ω
で
述
べ
た
と

お
り
で
あ
る
。

第
六
次
法
改
正
に
お
い
て
は
、
出
資
総
額
制
限
制
度
に
つ
い
て
定
め
て

い
た
法
一

O
条
の
規
定
が
削
除
さ
れ
、
同
制
度
は
、
韓
国
独
占
禁
止
法
か

ら
完
全
に
姿
を
消
す
こ
と
と
な
っ
た
。
今
回
の
廃
止
は
、
構
造
調
整
を
通

じ
て
国
家
と
し
て
の
競
争
力
を
強
化
す
る
た
め
、
ま
た
、
最
近
経
済
的
諸

改
革
が
進
み
、
本
制
度
を
維
持
す
る
実
益
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を

(2) 

考
慮
し
、
更
に
、
本
制
度
が
国
内
企
業
を
外
国
企
業
か
ら
逆
差
別
し
て
い

る
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
改
正
に
つ
い
て
、
韓
国
公

正
取
引
委
員
会
は
、
大
規
模
企
業
集
団
に
対
す
る
政
策
基
調
が
、
従
来
の

直
接
的
形
態
規
制
か
ら
、
よ
り
根
本
的
構
造
改
善
政
策
へ
移
行
し
た
も
の

(3) 

と
し
て
位
置
づ
け
、
競
争
促
進
型
へ
の
転
換
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。

出
資
総
額
制
限
制
度
の
廃
止
は
、
本
稿
本
論
に
お
け
る
分
類
中
内
④
国

際
化
対
応
規
制
緩
和
策
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

根
本
的
構
造
改
善
政
策
へ
の
移
行
で
あ
る
と
か
、
競
争
促
進
型
へ
の
転
換

と
の
見
解
か
ら
、
②
競
争
環
境
整
備
策
の
一
つ
と
み
る
余
地
も
な
く
は
な

い
。
ま
た
、
圏
内
企
業
を
外
国
企
業
か
ら
逆
差
別
し
て
い
た
と
し
て
、
こ

れ
を
解
消
す
る
た
め
の
改
正
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
⑤
国
際
化
対

応
企
業
支
援
策
の
一
つ
と
み
る
余
地
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

本
制
度
廃
止
の
最
大
の
理
聞
は
、
国
際
的
競
争
の
時
代
に
あ
っ
て
、
規
制
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料

を
緩
和
し
て
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
依
存
し
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
に

あ
る
と
認
め
ら
れ
、
④
国
際
化
対
応
規
制
緩
和
策
と
評
価
す
る
の
が
、
最

も
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。

資

3 

財
閥
間
事
業
交
換
問
題

財
問
問
事
業
交
換
問
題
は
、
第
六
次
法
改
正
の
内
容
と
は
な
ら
な
か
っ

た
も
の
の
、
韓
国
経
済
の
現
状
の
下
で
、
経
済
危
機
打
開
の
焦
点
の
一
つ

と
し
て
、
衆
目
を
関
心
を
集
め
て
い
る
。
財
閥
聞
事
業
交
換
問
題
と
は
、

各
財
閥
が
そ
の
事
業
を
無
分
別
に
多
角
化
し
す
ぎ
た
こ
と
が
今
日
の
経
済

危
機
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
、
各
財
閥
は
そ
の
事
業
の
効
率
性
と
競
争
力

を
高
め
る
た
め
、
自
動
車
、
電
気
・
電
子
等
基
幹
産
業
を
は
じ
め
と
す
る

各
事
業
に
つ
い
て
、
特
定
の
分
野
に
専
門
化
を
図
る
べ
く
財
閥
聞
で
事
業

の
交
換
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、

金
大
中
大
統
領
が
就
任
以
降
強
く
主
張
し
続
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
現

在
ま
で
、
必
ず
し
も
大
統
領
の
意
向
ど
お
り
に
事
は
運
ん
で
い
な
い
よ
う

で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
帰
趨
は
、
各
財
閥
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
財
閥
問
事
業
交
換
問
題
は
、
本
論
6
間
で
取

り
上
げ
考
察
し
た
業
種
専
門
化
誘
導
施
策
と
共
通
の
考
え
方
か
ら
出
発
し

た
も
の
で
あ
る
。
業
種
専
門
化
誘
導
施
策
は
、
既
に
廃
止
さ
れ
て
は
い
る

が
、
財
閥
問
事
業
交
換
問
題
は
、
こ
れ
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で

あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

自
由
経
済
社
会
に
あ
っ
て
、
企
業
の
経
営
に
責
任
を
持
つ
主
体
、
持
ち

得
る
主
体
、
持
つ
べ
き
主
体
は
、
あ
く
ま
で
も
各
個
別
企
業
そ
の
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
関
係
者
は
、
こ
の
こ
と
に
深
〈

患
い
を
致
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
と
え
、
一
国
の
為
政
者
と
言
え
ど
も
、

個
別
企
業
の
経
営
に
責
任
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
為
政
者
が
そ
の
権
威
を
背
景
に
各
財
閥
に
事
業
交
換
を
迫

る
こ
と
は
、
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
経
済
社
会
に
お
い
て
、

政
府
の
果
た
す
べ
き
最
も
重
要
な
役
割
は
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
有
効
に

機
能
す
る
よ
う
に
し
、
そ
こ
に
お
い
て
、
各
企
業
が
健
全
に
責
任
あ
る
事

業
活
動
を
展
開
で
き
る
よ
う
な
、
な
い
し
は
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
環

境
を
整
備
す
る
こ
と
に
あ
る
。
事
業
交
換
問
題
は
、
こ
の
立
場
か
ら
み
て
、

本
末
転
倒
し
た
考
え
方
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
韓
国
内
で
は
、
こ
の
問
題
に
関
連
し
、
次
の
と
お
り
の
論

(
4
)
 

文
が
み
ら
れ
る
が
、
ま
こ
と
に
傾
聴
す
べ
き
考
え
方
で
あ
る
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
同
論
文
は
、
事
業
交
換
等
を
通
じ
た
業
種
専
門
化
が
む

し
ろ
市
場
の
独
寡
占
化
を
深
化
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

「
大
企
業
集
団
の
業
種
専
門
化
を
通
じ
て
競
争
力
を
強
化
さ
せ
よ
う
と
す

る
政
策
」
に
つ
い
て
、
一
九
八
0
年
代
初
期
の
投
資
調
整
、
九
一
年
導
入

" 
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の
主
力
業
体
制
度
及
び
九
三
年
の
業
種
専
門
化
誘
導
施
策
を
例
に
挙
げ
、

「
こ
れ
ら
制
度
が
お
お
む
ね
成
功
し
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
」
と
断
じ
、

こ
の
よ
う
な
「
人
為
的
」
な
政
策
が
「
大
企
業
集
団
の
市
場
支
配
力
の
み

を
強
化
さ
せ
、
経
済
力
の
集
中
を
よ
り
深
化
さ
せ
る
結
果
」
を
招
来
し
か

ね
な
い
こ
と
に
警
鐘
を
な
ら
し
て
い
る
。

右
は
、
至
極
も
っ
と
も
な
指
摘
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
本
問
題
に
つ
い

て
、
市
場
経
済
の
健
全
な
育
成
を
期
待
す
る
立
場
か
ら
、
事
業
交
換
は
、

た
と
え
こ
れ
が
行
わ
れ
る
に
し
て
も
、
人
為
的
に
で
は
な
く
、
市
場
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。

お
わ
り
に

以
上
、
直
近
の
第
六
次
法
改
正
及
び
直
後
の
九
八
年
施
行
令
改
正
に
つ

引
い
て
、
本
稿
本
論
に
お
け
る
視
点
か
ら
評
価
を
行
っ
て
き
た
。
本
論
に
お

が
い
て
は
、
九

0年代
に
入
っ
て
か
ら
の
韓
国
競
争
政
策
、
就
中
九

0
2

m
半
ば
以
降
の
政
策
に
つ
い
て
、
そ
の
焦
点
は
、
大
競
争
時
代
に
い
か
に
対

μ
応
す
る
か
に
あ
る
と
論
じ
、
そ
の
例
証
を
試
み
て
き
た
。
補
論
で
取
り
上

，4
，
 

文
げ
た
そ
の
後
の
政
策
も
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
一
言
っ
て
よ
い
。

アジ
そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
、
一
部
を
除
き
、
い
ず
れ
も
競
争
政
策
の
前
進
と

ア，
東
し
て
評
価
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
独
占
禁
止
法
制
定
か
ら
二
O
年
近
い
年

月
を
経
て
今
日
、
韓
国
競
争
政
策
は
、
確
実
に
そ
の
地
歩
を
固
め
つ
つ
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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